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第３章 非常時優先業務の選定

１ 非常時優先業務の対象範囲

（１）災害応急対策業務

大泉町地域防災計画に定めている災害対策本部の分掌事務を「災害応急対策業務」

とする。

（２）優先継続業務

各課(局)の通常業務のうち、災害時であっても住民の生命、生活及び財産の保護並

びに社会経済活動を維持する観点から評価を実施した業務継続の優先度が高い業務を

「優先継続業務」とする。

２ 選定基準

非常時優先業務は、地域防災計画に定める災害応急対策業務及び通常業務から、次の基

準により選定する。

業務区分 内容

非
常
時
優
先
業
務

災害応急対策業務

（地域防災計画）

初動体制業務 発災後３時間以内に実施する業務

応急対策業務 発災後３日以内に実施する業務

復旧業務 優先度の高い復旧業務

優先継続業務

（通常業務）

継続業務 通常時と同様に継続する業務

縮小業務 他の業務を優先するため縮小する業務

休止業務（通常業務） 他の業務を優先するため休止する業務

業務開始

目標時間
該当する業務の考え方 代表的な業務

３時間以内 ・初動体制の確立

・被災状況の把握

・救助・救急の開始

・避難所の開設

(1) 災害対策の根幹となる体制立ち上げ業務

（人、場所、通信、情報等）

(2) 被害の把握

（被害情報の収集・伝達・報告）

(3) 発災直後の火災等対策業務

（消火、避難・警戒・誘導処置等）

(4) 救助・救急体制確立に係る業務

（応援要請、部隊編成・運用）

(5) 避難所の開設、運営業務

(6) 組織的な業務遂行に必須な業務

（幹部職員補佐、公印管理等）

１日以内 ・応急活動（救助・救急以外）

の開始

・避難生活支援の開始

(1) 短期的な二次被害予防業務

（災害危険箇所における避難等）

(2) 町管理施設の応急復旧に係る業務



- 8 -

３ 優先度順位

・重大な行事の手続き （道路、上下水道、交通等）

(3) 衛生環境の回復に係る業務

（防疫活動、保健衛生活動等）

(4) 災害対策活動体制の拡充に係る業務

（応援受け入れ等）

(5) 遺体の取扱い業務

（収容、保管、事務手続き等）

(6) 避難生活の開始に係る業務

（衣食住の確保、供給等）

(7) 社会的に重大な行事等の延期調整業務

（選挙等）

３日以内 ・被災者への支援の開始

・他の業務の前提となる

行政機能の回復

(1) 避難生活の向上に係る業務

（入浴、メンタルヘルス、防犯等）

(2) 災害対応に必要な経費の確保に係る業務

（財政計画業務等）

(3) 業務システムの再開等に係る業務

２週間以内 ・復旧・復興に係る業務の

本格化

・窓口行政機能の回復

(1) 生活再建に係る業務

（被災者生活再建支援法等関係業務、

住宅確保等）

(2) 産業の復旧・復興に係る業務

（農業、商工業対策等）

(3) 教育再開に係る業務

(4) 金銭の支払、支給に係る業務

（契約、給与、補助費等）

(5) 窓口業務（届出受理、証明書発行等）

１か月以内 ・その他の行政機能の回復 (1) その他の業務

優先度順位 設定基準（業務開始目標時間）

Ａ 発災直後 （概ね３時間以内）

Ｂ １日以内 （概ね３時間から２４時間以内）

Ｃ ３日以内 （概ね２４時間から７２時間以内）

Ｄ ２週間以内（概ね７２時間から２週間以内）

Ｅ １か月以内（概ね２週間から１か月以内）

休止
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４ 非常時優先業務選定結果

（１）災害応急対策業務

（２）通常業務

５ 非常時優先業務

非常時優先業務の一覧は、別表「大泉町非常時優先業務一覧」のとおりとする。

優
先
度
順
位

業

務

数

防
災
総
括
班

企

画

班

財

務

班

健
康
福
祉
班

住
民
経
済
班

都
市
建
設
班

会

計

班

教

育

班

消

防

班

Ａ   66  11   2   3  10  4  20  2   9  5

Ｂ   30  6   4  3  2  2  12  -  1  -

Ｃ  6  -  -  1  3  1  -  -  1  -

Ｄ  6  -  -  3  -  -  -  -  3  -

Ｅ  6  -  -  -  -  6  -  -  -  -

合計  114  17   6 10  15  13  32   2  14  5

優
先
度
順
位

業

務

数

総

務

部

企

画

部

財

務

部

健
康
福
祉
部

住
民
経
済
部

都
市
建
設
部

会

計

課

教
育
委
員
会

農
業
委
員
会

監

査

委

員

事
務
局

議

会

Ａ 55 12 5 2 6 3 9 - 14 4

Ｂ 25 5 2 - 2 3 10 - 3 -

Ｃ 57 16 - - 7 7 17 2 6 2

Ｄ 205 10 - 18 16 75 36 4 32 14

Ｅ 335 43 32 58 57 44 43 6 38 14

合計 677 86 39 78 88 132 115 12 93 34


